
豊中市保育所設置認可等要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３９条に定める保育所を設置しようとする者に対し、その認可の申請及び各種届

出の手続きについて、必要な事項を定める。 

 

（設置認可の申請） 

第２条 法第３５条第４項の規定に基づく認可申請については、保育所設置認可申請

書（様式第１－１号）に別表に掲げる書類を添付した上で、市長に提出することに

より行う。 

 

（設置の届出及び認可申請の要件） 

第３条 前条の認可申請は、次の各号に掲げる要件を満たした上で、市長に提出する

ものとする。 

一 豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中

市条例第５９号）、「保育所の設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２

９５号厚生省児童家庭局長通知）に掲げる要件を満たしていること。 

二 小規模保育所を設置しようとするときは、前号の要件に加え、「小規模保育所の

設置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９６号厚生省児童家庭局長

通知）及び「「小規模保育所の設置認可等について」の取扱いについて」（平成１２

年３月３０日児保第１１号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げる要件を満たし

ていること。 

三 夜間保育所を設置しようとするときは、第１号の要件に加え、「夜間保育所の設

置認可等について」（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通

知）及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児

保第１５号厚生省児童家庭局保育課長通知）に掲げる要件を満たしていること。 

四 不動産の貸与を受けて保育所を設置しようとするときは、第１号から前号までの

要件に加えて、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」

（平成１６年５月２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５２４００８号厚

生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知）に掲げる要件を満たして

いること。 

 

（休廃止の届出及び申請） 

第４条 法第３５条第７項の規定に基づく承認申請は、保育所（休止・廃止）申請書

（様式第２－１号）に別表に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行う。 

 

（変更の届出） 

第５条 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「規則」という。）

第３７条第５項の規定による変更をしようとするときの届出は、保育所（名称・位

置）変更届出書（様式第３－３号）に別表に掲げる書類を添付し、変更のあった日



から起算して１月以内に市長に提出することにより行う。 

２ 規則第３７条第６項の規定による変更をしようとするときの届出は、保育所（建

物・設備・定員等）変更届出書（様式第３－１号）又は保育所施設長（経営の責任

者）変更届出書（様式第３－２号）に別表に掲げる書類を添付し、市長にあらかじ

め提出することにより行う。 

３ 分園（「保育所分園の設置運営について」（平成１０年４月９日児発第３０２号厚

生省児童家庭局長通知）に定める分園をいう。）を設置する場合は、前項で定める

届出を行うものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 



様式第１－１号                                                  

 

年 月 日 

豊 中 市 長   様 

 

住    所 

名    称 

氏    名                    印 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

                                     

保 育 所 設 置 認 可 申 請 書 

 

 児童福祉法第３５条第４項の規定により、保育所を下記のとおり設置したいので、別添

保育所設置計画書を添えて申請します。 

 

記 

 

１． 施 設 名 

 

２． 所 在 地 

 

３． 定 員 

 

４． 事業開始予定日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

※ 設置主体の変更の場合 

引継ぎ確認書（写）、贈与契約書（写）、財産目録及び備品台帳 



様式第２－１号                                                  

 

年 月 日 

豊 中 市 長   様 

 

住    所 

名    称 

氏    名                    印 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

保 育 所 （ 休 止 ・ 廃 止 ） 申 請 書 

 

   年  月  日付け     第  号により認可された保育所を（廃止・休止）したいの

で、児童福祉法第３５条第７項により申請します。 

 

記 

 

１．名  称 

 

２．所在地 

 

３．（休止期間・廃止予定日） 

 

４．（休止・廃止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

① 財産の処分方法（廃止の場合のみ）  

② 引継ぎ確認書（写）、贈与契約書（写）、財産目録及び備品台帳（設置主体の変更のみ） 



様式第３－１号                                                  

 

年  月  日 

豊 中 市 長   様 

 

住    所 

名    称 

氏    名                    印 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

保育所（建物・設備・定員等）変更届出書 

 

  年  月  日付け     第  号により認可された下記施設について、別添保育所

変更計画書のとおり変更したいので届け出ます。 

 

記 

 

１． 施 設 名 

 

２． 所 在 地 

 

３． 変 更 内 容 

 

４． 変更予定日 

 

５． 変 更 理 由 



様式第３－２号                                                   

 

年 月 日 

 

豊 中 市 長   様 

    

                     住   所 

                     名   称 

                        氏   名                     印 

                (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 

 

保育所施設長（経営の責任者）変更届出書 

 

  年  月  日付け     第  号により認可された下記施設の施設長(経営の責任

者)を変更したいので届け出ます。 

 

記 

 

１．施設名 

 

２．変更内容 

 

・ 変更前 

・ 変更後 

 

3．変更予定日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

  履歴書 



様式第３－３号                                                   

 

年  月  日 

豊 中 市 長   様 

 

住    所 

名    称 

氏    名                    印 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

保 育 所 （名 称 ・位 置 ）変 更 届 出 書 

 

  年  月  日付け     第  号により認可された保育所の(名称・位置)を下記のと

おり変更したので届け出ます。 

 

記 

 

１．名    称 

 

２．所 在 地 

 

３．変更内容 

 

・ 変更前 

・ 変更後 

 

４. 変 更 日 

 

５．変 更 理 由 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

  変更前及び変更後の位置がわかる地図、住居表示変更通知書（位置変更時のみ） 



様式第１－１号，３－１号の別添 

 

保育所（設置・変更）計画書 

１． 施 設 名 

 

２． 設置主体 

 

３． 経営主体 

 

４． 種  別    保 育 所 

 

５． 所 在 地  （郵便番号    －     ） 

市     町     番地 

            小学校区名           小学校区 

            最寄駅       線     駅 

電話番号   （   ）     FAX番号   （   ）  

 

６．定  員        名 

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

定員内訳        

入所（予定）児童数        

 

７．保 育 士         名 

８． 建物その他設備の規模及び構造並びに図面 

 （１）敷   地       ㎡（自己所有地     ㎡、借地     ㎡） 

 （２）建 面 積       ㎡（延面積      ㎡） 

 （３）屋外遊戯場       ㎡ 

 （４）建物並びに設備の規模、構造等 

   ア．構造         造    階（地上   階、地下   階） 

   イ．各室の状況  （別紙Ⅰのとおり）  

 （５）施設全体の付近見取図、配置図、平面図、立面図 

    ※注１ 平面図に室名、面積、利用人員を記入すること。 

    ※注２ 配置図に屋外遊戯場の範囲、面積を記入すること。 

９．事業開始・変更予定日 

         年   月   日 

１０．経営の責任者（理事、監事等）一覧表及び履歴書  （別紙Ⅱのとおり） 

１１．施設職員の履歴書及び保育士証の写し  （別紙Ⅲのとおり） 

 



１２．法人等設立状況（法人又は団体のみ） 

（１） 定款、寄付行為その他の規約 

（２） 設立証拠書類又は登記簿謄本 

 

（添付書類） 

① 各室面積表（別紙Ⅰ） 

② 経営者（理事、監事等）一覧表（別紙Ⅱ） 

③ 経営者（理事、監事等）履歴書 

④ 職員名簿（別紙Ⅲ） 

⑤ 職員履歴書、保育士証(写)、所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知

書(控)の写し(但し、最低基準外非常勤職員については不要)、嘱託医の就任承

諾書又は契約書及び医師・歯科医師免許証(写) 

⑥ 収支予算書（事業開始年度） 

⑦ 定款、寄付行為その他の規約（運営規程） 

⑧ 法人等設立証拠書類(写)又は登記薄謄本（写） 

⑨ 児童福祉法第 35条第 5項第 4号の規定に該当しない旨の誓約書（別紙Ⅳ） 

⑩ 最寄駅からの図、施設全体の付近見取図、配置図、平面図、立面図 

⑪ 土地・建物の登記薄謄本、建築確認申請書（写）及び検査済証(写) 

⑫ 不動産の貸与を受ける場合には、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明す

る書面(写)、賃借契約(写)、建築確認書及び検査済証(写) 

⑬ 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書(写) 

※それぞれ写しについては原本証明をすること。 

  

 社会福祉法人及び学校法人以外の者⑭、⑮、⑯についても添付 

※不動産の貸与を受ける場合は⑰も添付 

⑭ ア及びイ 又は ウ 

ア 施設長が、保育所又は保育所以外の児童福祉施設若しくは幼稚園において

２年以上勤務した経験を有する者である証明書、若しくはこれと同等以上の能

力を有する者である証明書、又は経営担当役員に社会福祉事業について知

識経験を有する者を含むことを証明するもの。 

イ 運営委員会（保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は

意見を述べる委員会をいう。）の構成、権限及び役割を明らかにする書類 

ウ 経営担当役員に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実

務を担当する幹部職員を含むことを証明するもの。 

⑮ 設置前３か年の会計年度における、保育所を経営する事業以外の事業を含む

当該設置主体の全体の財務内容が明らかとなる書類（貸借対照表、損益計算

書、収支計算書等) 

⑯ 保育所の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、普通預金、当座預金

等により有していることを示す証明書(金融機関発行の残高証明書) 



⑰ 賃借料の財源とは別に、①１年間の賃借料に相当する額と②１千万円（１年間の

賃借料が１千万円を超える場合には、当該１年間の賃借料相当額）の合計額を

保有していることを示す証明書(金融機関発行の残高証明書) 



構

造

階

数

（
階

）

人

数

（
人

）

面

積

（
㎡

）

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

乳 児 室 0

ほ ふ く 室 0

乳 児 ・ ほ ふ く 室 0

調 乳 室

沐 浴 室

遊 戯 室 -

調 理 室 -

休 憩 室 -

医 務 室 -

事 務 室 -

便 所

そ の 他

計

（注）保育室、乳児室、ほふく室については、１室づつ記入すること。
       太枠内に箇所数を記入すること。
       「計」欄は延面積と一致すること。

（別紙Ⅰ）　各室面積表

室　　名

既　設　部　分
対
象
児
童
一
人
あ
た

り

面

積

（

㎡

）

平成　　年　　月　　日現在



構

造

階

数

（
階

）

人

数

（
人

）

面

積

（
㎡

）

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

乳 児 室 0

ほ ふ く 室 0

乳 児 ・ ほ ふ く 室 0

調 乳 室

沐 浴 室

遊 戯 室 -

調 理 室 -

休 憩 室 -

医 務 室 -

事 務 室 -

便 所

そ の 他

計

（注）保育室、乳児室、ほふく室については、１室づつ記入すること。
       太枠内に箇所数を記入すること。
       「計」欄は延面積と一致すること。

（別紙Ⅰ）　各室面積表（変更前）

室　　名

既　設　部　分
対
象
児
童
一
人
あ
た

り

面

積

（

㎡

）

平成　　年　　月　　日現在



構

造

階

数

（
階

）

人

数

（
人

）

面

積

（
㎡

）

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

保 育 室 才 0

乳 児 室 0

ほ ふ く 室 0

乳 児 ・ ほ ふ く 室 0

調 乳 室

沐 浴 室

遊 戯 室 -

調 理 室 -

休 憩 室 -

医 務 室 -

事 務 室 -

便 所

そ の 他

計

（注）保育室、乳児室、ほふく室については、１室づつ記入すること。
       太枠内に箇所数を記入すること。
       「計」欄は延面積と一致すること。

（別紙Ⅰ）　各室面積表（変更後）
平成　　年　　月　　日現在

室　　名

既　設　部　分
対
象
児
童
一
人
あ
た

り

面

積

（

㎡

）



法人名

職　名 氏　名 年齢 職　業 住　所

平成　　年　　月　　日現在

 （別紙Ⅱ）経営者一覧表

理事長　１名、理事（　　）名、監事（　　）名、評議員（　　）名、その他（　　　　　　　）（　　）名



1 施　設　長

2 主任保育士

3 保　育　士

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

職　名

※３　非常勤職員の場合は、備考欄に１ヶ月の勤務時間数を記入すること。

※２　施設長の備考欄には、就業規則に基づく常勤の１ヶ月の勤務時間数を記入すること。

※１　施設長の資格の有無については、保育士資格の有無を記入すること。

（別紙Ⅲ）　職員名簿

備考

平成　　年　　月　　日現在

氏　名 年齢
資格の
有無

常勤・
非常勤
の別



（別紙Ⅳ）

児童福祉法第３５条第５項第４号イからルの規定に該当しない旨の誓約書

年  月  日
    豊中市長  様

住　所
氏　名　　　                           印
 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

児童福祉法第３５条第５項第４号イからルの規定に該当しないことを誓約いたします。

児童福祉法第３５条第５項第４号
次のいずれにも該当するものでないこと。

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

チ

リ

ヌ

ル

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなるまでの者であるとき。

申請者が、第５８条第２項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該認定を取り消された者
が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があった日前６
０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を
有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも
のと認められる者を含む。以下ホ及び第１７条第２項第７号において同じ。）又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人
（以下この号において「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該認定を取り消され
た者が法人でない場合においては、当該通知があった日前６０日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して
５年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該認定の取消しが、家庭的保育事業等の認定の取消しのうち当該認可の取消し
の処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備につい
ての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する
認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいて同じ。）の役員に占めるその役員の割合が２分の１を超え、若しく
は当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関
係にある者として主務省令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等の役員と同一の者がその
役員に占める割合が２分の１を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若し
くはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める
割合が２分の１を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要
な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）
が、第７条第１項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過していないとき。ただし、当該認定の取消し
が、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定
こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有して
いた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令
で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処
分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者（当該廃止について相当の理
由がある者を除く。）で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、第四十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第五十八条第一項の規
定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道
府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に
第十二項の規定による保育所の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該保育所の廃止の承認の日から
起算して五年を経過しないものであるとき。

ヘに規定する期間内に第十二項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日
以内に当該申請に係る法人（当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該申請に係る法人でない保
育所（当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。） の管理者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算し
て五年を経過しないものであるとき。

申請者が、認可の申請前５年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。



（別表）保育所の設置認可、変更に関する提出書類一覧

施設名： 申請・届出内容：

建物 設備 定員 施設長 経営者 位置 名称

1 保育所設置認可申請書 （様式第１－１号） ○

2 保育所（休止・廃止）申請書 （様式第２－1号） ○

3 保育所（建物・設備・定員等）変更届出書 （様式第3－１号） ○ ○ ○

4 保育所施設長（経営の責任者）変更届出書 （様式第3－２号） ○ ○

5 保育所（名称・位置）変更届出書 （様式第3－3号） ○ ○

6 保育所（設置・変更）計画書 ○ ○ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ 最低基準の保育士数（定員９０人以下施設は＋フリー１人）＋主任保育士

8 ○ ○ ○ ○
幼稚園と一緒の敷地内に保育所がある場合、全体の敷地と建面積、延面積を記入し、
その横に保育所部分○㎡と記入。土地の広さは、登記簿と、建面積は建築確認書と合
わせること。

9 ○ ○ ○ ○

10 ○

11 ○ ○

12 ○

1 経営者（理事、監事等）一覧表　（別紙Ⅱ） ○

2 経営者（理事、監事等）履歴書（写） ○

3 職員名簿　（別紙Ⅲ） ○ ○ 調理員は、調理師・栄養士のどちらかメインの方で、職種を記入。その免許証を添付。

4 職員履歴書（写） ○ ○ ○施設長
分のみ

○経営者
分のみ

定員変更時の添付については、雇入時の履歴書でＯＫ。
設立時の添付について、同じ法人の幼稚園で雇われていて引き続き（他で就職せず）
保育所勤務する職員の履歴書については幼稚園就職時の履歴書であってもＯＫ。

5 保育士証（写） ○ ○
卒業見込の人は、登録事務処理センターに提出する「指定保育士養成施設卒業証明書」又は、
「保育士養成課程修了証明書」の原本又は、写しを添付することで、保育士証と同等の取り扱い
（卒業見込書は×）

6 各室面積表　（別紙Ⅰ） ○ ○ ○ ○ 平面図に記載している面積とあわせること。

7 ○ ○

8 嘱託医の就任承諾書又は契約書（写） ○

9 医師・歯科医師免許証（写） ○

10 収支予算書（事業開始年度分） ○

11 定款、寄附行為その他の規約（運営規程） ○ ○

12 法人等設立証拠書類（写）又は登記簿謄本 ○ ○民営化の場合

7

定員

保育士

設置主体

確認事項等

記　入　必　要　項　目

事業開始・変更予定日

廃止・休止
変更

経営主体

提出の
有無

所在地

種別

建物その他設備の規模及び構造並びに図面

設  立

添　　付　　書　　類

施設名

提出書類

経営の責任者（理事・監事等）一覧表及び履歴書

施設職員の履歴書及び保育士証の写し

法人等設立状況（法人又は団体のみ）

8

所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書（控）
の写し （但し最低基準外の非常勤職員は不要）

1/2



建物 設備 定員 施設長 経営者 位置 名称
確認事項等廃止・休止

変更 提出の
有無

設  立提出書類

13 ○

14 最寄駅からの図 ○ ○

15 施設全体の付近見取図 ○ ○ ○

16 配置図 ○ ○ ○ ○

17 平面図 ○ ○ ○ ○
園庭はマーカーで囲む。各部屋名・面積を記入。
保育室には、歳児・定員人数を記入。

18 立面図 ○ ○

19 土地の登記簿謄本 ○ ○変更がある
　 場合

20 建物の登記簿謄本（新築の場合は除く） ○ ○

21 建築確認申請書の第一面～第五面（写） ○ ○建築確認が
   必要な場合

22 検査済証（写） ○ ○建築確認が
   必要な場合

23 ○ ○

24
調理業務委託契約書（写）
（委託の場合のみ）

○

9 ○廃止のみ

10 ○民営化の場合

11 ○民営化の場合

12
○設置主体の
　 変更の場合

（民営化を除く）

13 ○

14 ○ ○ ○  

15 ○
報告書は「豊中市保育所と同一敷地外の屋外遊戯場を利用する際のガイドライン」に基づく。
※一度提出したら変更がない限り提出しなくてよい

ア

イ

ウ

○

○ 残高証明書は提出月の前月の月末時点とする。

○

屋外遊戯場の付近代替地の利用についての報告書
（敷地外の屋外遊戯場を利用する場合）

土地・建物等使用貸借契約書等（写）

賃借料の財源とは別途、①１年間の賃借料に相当する額と②１千
万円（１年間の賃借料が１千万円を超える場合には、当該１年間
の賃借料相当額）の相当額を保有している証明書（金融機関発行
の残高証明書）（不動産の貸与受ける場合のみ必要）

設置前３か年の会計年度における、保育所を経営する事業以外
の事業を含む当該設置主体の全体の財務内容が明らかとなる書
類（貸借対照表、損益計算書、収支計算書等）

以下、設置主体が社会福祉法人及び学校法人の場合は不要

理事会の議事録の写し

改正後の条例・規則（写）、移管先決定通知書（写）

引継ぎ確認書（写）、贈与契約書（写）、財産目録及び備品台帳

住居表示変更通知書（写）

財産の処分方法

児童福祉法第35条第5項第4号の規定に該当しない旨の誓約書（別紙Ⅳ）

運営委員会の構成、権限及び役割を明らかにする書類

8

16

アとイ

又は

ウ
経営担当役員に、保育サービスの利用者及び施設長を含むこと
を証明するもの

無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面（写）、賃借
契約（写）（不動産の貸与を受ける場合のみ必要）

施設長が保育所又は保育所以外の児童福祉施設もしくは幼稚園
において２年以上勤務した経験を有する者である証明書もしくは
これと同等以上の能力を有する者である証明書、又は経営担当
役員に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むことを
証明するもの

保育所の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、普通預
金、当座預金等により有している証明書（金融機関発行の残高証
明書）
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